
京都市高齢者施策推進協議会 

第２回(R6.10.3) 参考１ 

 
令和６年度第２回京都市高齢者施策推進協議会 参考資料 

              

  
１ 介護保険料基準額と徴収率の推移（現年分） 

 
 基準額 

（前期比） 
年度 

現年分徴収率 

 徴収率 増△減 

第５期 
5,440 円 

（+930 円） 

24 年度 98.28% △0.05pt 

25 年度 98.36% ＋0.08pt 

26 年度 98.41% ＋0.05pt 

第６期 
6,080 円 

（+640 円） 

27 年度 98.51% ＋0.10pt 

28 年度 98.62% ＋0.11pt 

29 年度 98.72% ＋0.10pt 

第７期 
6,600 円 

（+520 円） 

30 年度 98.97% ＋0.25pt 

元年度 99.03% ＋0.06pt 

2 年度 99.22% ＋0.19pt 

第８期 
6,800 円 

（+200 円） 

3 年度 99.29% ＋0.07pt 

4 年度 99.30% ＋0.01pt 

5 年度※ 99.36% ＋0.06pt 

※ 第９期（令和６年度～８年度）の保険料基準額は 7,160 円（+360 円） 
※ 令和５年度徴収率については、決算市会中であるため、見込みである。 

保険料現年分の徴収率は、平成 25 年度以降 11 年連続で過去最高を更新している。 
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